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被災者生活再建支援金　　　　　申請期間の延長のお知らせ
基礎支援金
加算支援金

　東日本大震災により居住する住宅を失うなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被害の程度に応
じて支給される被災者生活再建支援金「基礎支援金・加算支援金」の申請期間が、再延長されました。

【内　　容】　　基礎支援金・加算支援金の申請期間の延長
　　　　　　　（変更前）平成28年４月10日まで → （変更後）平成29年４月10日まで
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【対象世帯】　　・住宅が全壊または大規模半壊した世帯
　　　　　　　・住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず全て解体する世帯
【支　給　額】

加　算　支　援　金基　　礎　　支　　援　　金

建設・購入・・・200万円（150万円）
補修・・・100万円（75万円）
賃借（公営住宅を除く）・・・50万円

（37.5万円）

全壊・・・100万円（75万円）
大規模半壊・・・50万円（37.5万円）
※（　）内の金額は世帯人員が１人の場合
※半壊・大規模半壊の判定で、住宅を解体した場合には、
全壊に該当となります。
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今後の住宅の再建方法（住宅の建設・
購入、補修または賃借）を確認できる
契約書　等

り災証明書（原本）、住民票謄本、預金通帳の写し、印鑑等
※半壊・大規模半壊の判定で住宅の全てを解体した場合
には、上記以外の書類も必要になります。詳しくはお問
い合わせください。
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　※加算支援金は基礎支援金を申請した方が対象となります。加算支援金のみの申請はできません。
質 蔀実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実

【そ　の　他】　支給決定等は、被災者生活再建支援法人（公益財団法人　都道府県会館）が行います。
【問合せ先】　社会福祉課　☎０２９－２９２－１１１１

※この期間中に申請手続きが終了している必要があります。

「生活自立相談窓口」のご案内
　平成27年４月から、生活困窮者自立支援法が施行されました。
　茨城県福祉相談センター（県央福祉事務所）では、「仕事がみつからない」「病気で働けない」「家
族のことで悩んでいる」など、生活にお困りの方々が、より身近な場所で相談できるように、茨城町
役場において巡回相談を実施します。
　一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。ご家族の方や周りの方からの相談でもお受けいた
します。相談内容の秘密は厳守します。
◇相談日　毎月第２水曜日（予約制）
　　　　　　４月１３日、５月１１日、６月８日、７月１３日、８月１０日、９月１４日、１０月１２日、
　　　　　　１１月９日、１２月１４日、１月１１日、２月８日、３月８日
◇開設時間　午前１０時～午後３時（正午～午後１時を除く）
◇場　　所　茨城町役場１階　社会福祉課相談室（茨城町小堤1080）
◇相談内容　生活の困りごとや不安なことを抱えている方（生活に困っている、仕事が見つからない、

病気で働けない、家族のことで悩んでいるなど）に対し、専門の支援員が相談を受けて、
どのような支援が必要かを一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた「支援プラン」を
作成し、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

◇相談費用　無　料

【予約・問合せ先】 茨城県福祉相談センター生活保護課（相談支援員・就労支援員）　☎０２９－２２６－１５１２
 茨城町社会福祉課　　☎０２９－２９２－１１１１
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～ 遊 び に お い で よ～　遊　び　に　お　い　で　よ　～
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～ 遊 び に お い で よ～　遊　び　に　お　い　で　よ　～～～　遊　び　に　お　い　で　よ　～

　同年代の子どもをもつ母親が集まって、一緒
に子育てを楽しむ「子育てサークル」のメンバー
を募集します。
　活動内容は、親子でのふれあい遊びや手遊
び、絵本の読み聞かせ、工作などです。
　同年代の子どもをもつ親だからこそ共有できる、
楽しみや悩みを自由に語り合うことができます。
支援センターの職員がアドバイスやお手伝いを
します。「こんなこと、あんなこともしてみたい」と、
みんなで一緒に活動してみませんか。

町子育て支援センターでは、子育て親子に寄り添い、

親子のふれあいと子どもとの絆づくりを大切にした活動を行っています。

★遊戯室『まんまるーむ』開放★：日曜、祝日、年末年始を除く午前９時から午後５時まで

－　詳細はお問合せください。－
【問合せ先】　保健福祉部こども課　子育て支援センター　　☎ ０２９－２９１－０９８０

茨城町総合福祉センター　「ゆうゆう館」内

★　砂場開放　★
＊戸外の気持ちよさを感じなが
ら、砂場で遊びましょう。

・日 時　25日（水）
　　　　 午前10時３０分～11時３０分
・場 所　ゆうゆう館　中庭砂場

★　『ミニ・セミナー』　★
＊親子でふれあう

楽しい時間を過ごしましょう。
・実施時間　毎日11時～（10分程度）
・場　　所　遊戯室「まんまるーむ」
※状況により実施しない日もあります。

「子育てボランティアと遊ぼう」

－ 活 動 予 定 －

『みんなでピョン』　
～親子で体を使った遊びを，楽しみましょう～
日　時　13日(金)　午前10時30分～11時30分
場　所　保健センター　健診室
内　容　ふれあい遊び　親子体操　わらべうた遊び
　　　　ミニアスレチック　など
持ち物　タオル、着替え、飲み物
＊動きやすい服装で参加してください。
―予約開始日　４月22日（金）　―

★　子育て相談日　★　－予約制ではありません－　
・日時　11日（水）　午前10時～11時30分
・場所　保健センター　健診室
・内容　保健師、管理栄養士による相談、身体計測

★　読み聞かせ　★
＊子育てボランティアによる読み聞かせを予定しています。
・日時　18日（水）　午前11時～11時15分
・場所　遊戯室「まんまるーむ」

《子育てセミナー（町内の未就学児とその保護者対象）》

『子育てサークル』とは…
～同じメンバーで年間を通した
　活動をするセミナーです。～

『子育てサークル』の育成 －メンバー募集－
～参加者同士交流を楽しみましょう～

日　時　19日(木)　《第１回》
　　　　午前10時30分～11時30分
場　所　保健センター　健診室
内　容　自己紹介、名札製作
持ち物　タオル、飲み物
　＊定員になり次第募集を終了します。
　―予約開始日　４月１１日（月）　―

定員
８組

定員
１０組

対象者：平成26年４月２日から平成27年４月１日まで
　　　　に生まれたお子さんとその保護者


